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経済財政政策の中長期的な方針等の策定 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 中長期の経済財政政策の運営 
 中長期の経済財政政策の企画立案及び総合調整を実施
しています。経済あっての財政であり、経済をしっかり
立て直し、そして財政健全化に取り組むという方針の下、
経済・財政一体改革を推進しています。 
 
 「新経済・財政再生計画 改革工程表」の策定 
 この取組を着実に実行していくため、どの省庁が、い
つ、何に取り組むかを示した「改革工程表」をまとめて
います。改革工程表では、主要歳出分野ごとの重要課題
への対応と KPI、その先にある政策目標とのつながりを
明示することで、目指す成果への道筋を示しています。 
 

改革工程表の具体例 
～社会保障／予防・健康づくりの推進～ 

 
 EBPMの推進 
改革工程表は、EBPM（Evidence Based Policy Making、

証拠に基づく政策立案）の観点からも、毎年見直してい
ます。外部専門家による評価・助言を受けながら、エビ
デンスを確認し、政策・KPIの改善を行っています。 
 
 中長期の経済財政の展望 
 政府のマクロ経済目標・財政健全化目標の達成に向け
て、有識者の意見を踏まえながら、定量的な分析・試算
に取り組んでいます。 
 
 中長期の経済財政に関する試算 
 年 2回程度、経済・財政・社会保障を一体的にモデル
化した内閣府の計量モデルを用いて試算しています。 
 直近では、「中長期の経済財政に関する試算」（令和５
年１月 24日経済財政諮問会議提出）を公表しました。 

 Cabinet Office 

政策統括官 
（経済社会システム担当） 

 中長期の経済財政政策について、経済

財政諮問会議の審議を経ながら、企画

立案及び総合調整を実施しています。 

 共助社会づくり推進、民間公益活動を

促進するための休眠預金等の活用、

PPP/PFIの推進等を実施しています。 

参事官（総括担当） 

参事官（企画担当） 

参事官（社会システム担当） 

参事官（社会基盤担当） 

参事官（市場システム担当） 

参事官（財政運営基本担当） 

参事官（共助社会づくり推進担当） 

民間資金等活用事業推進室 

休眠預金等活用担当室 

成果連動型事業推進室 

特定健診の実施率
【2023年度までに70%以上】など

糖尿病有病者の増加抑制
【2022年度までに1,000万人以下】など

2040年度までに健康寿命を男女ともに
3年以上延伸し、75歳以上とすること
を目指す。

糖尿病等の生活習慣病の予防推進
(どの省庁が・いつ・何をするかを明記)
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ＮＰＯ法人の活動分野（２０分野） 

 

注）令和４年９月末時点。 
１つの法人が複数の活動分野の活動を行う場合があるため、
合計は 100％にならない。 

 

 
 
 
 

 
 少子高齢化や人口減少が進み、財政が厳しい状況にあ
る中で、複雑化する地域の社会的課題の解決に取り組む
には、官だけではなく、民間の力を活用していくことが
重要です。経済社会システム担当では、こうした民間に
よる社会的課題の解決を促す取組を行っています。 
 
 特定非営利活動法人（NPO法人）制度 
 特定非営利活動促進法（NPO法）は、特定非営利活動
を行う団体に法人格（NPO法人）を付与することで、ボ
ランティア活動等の市民の自由な社会貢献活動の健全な
発展を促進するものです。NPO法施行から令和５年で25
年が経過し、NPO法人は約 5万法人、そのうち税制上の
優遇措置がある認定・特例認定 NPO 法人は 1,200 法人
を超え、その役割はますます重要になっています。内閣
府では、これらの制度の普及などに取り組んでいます。 
 
 

 
 
 
 休眠預金等活用制度 
 休眠預金等活用制度とは、「民間公益活動を促進するた
めの休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」に基づ
き、10年以上取引のない預金等（休眠預金等）を活用し、
子ども及び若者への支援、生活困難者支援、地域活性化
等支援の３分野で、民間の公益活動を支援するものです。 

 本制度においては、公募により
決定された民間の団体が助成を
受ける仕組みとなっており、令和
４年度には、総事業規模が累計で
約 270億円となっています。 
 内閣府では、本制度の円滑な運
用に向けた環境整備や制度の普
及・発信等に取り組んでいます。 
 

 PFS（成果連動型民間委託契約方式）の推進 
 PFS（Pay For Success:成果連動型民間委託契約方式）
とは、民間委託等に際して、解決を目指す課題に対応し
た成果指標を設定し、その改善状況に応じて委託費等を
支払う、新たな官民連携の手法です。 
例えば、糖尿病性腎症による人工透析移行リスクが高

い人を対象に行う保健指導について、生活習慣改善率、
腎機能低下抑制率等の成果指標に応じて委託料を支払う
事業等があります。従来の仕様発注に比べ、住民の満足
度の向上、民間事業者の創意工夫や取組意欲の向上、行
政のワイズスペンディングなどの効果が期待されます。 

 PFSの推進に向けた取組 
 PFS を推進するため、関係省庁と決定したアクション
プランに基づき、PFS 事業実施のための分野横断的なガ
イドラインの策定、地方公共団体が実施する PFS事業を
対象とした複数年にわたる補助事業、PFS 事業実施のた
めの支援事業などに取り組んでいます。今後も、官民双
方のニーズを踏まえ、医療・健康、介護分野での横展開
に加え、再犯防止、環境、まちづくり等の分野での事例
構築を進めていきます。 

 ＰＰＰ／ＰＦＩの推進 
公的負担を抑制しつつ、老朽化の進むインフラの維持

更新を着実に行うには、公共施設等の整備運営に民間の
資金や創意工夫を最大限活用する、PPP（Public Private 
Partnership：官民連携事業）や PFI（Private Finance 
Initiative：民間資金等活用事業）の普及が必要です。 
 
 地方公共団体への支援 

PPP/PFI 推進に向けた政府のアクションプランを策定
するとともに、地方公共団体等への支援を行っています。 
・PPP/PFI事業の実務に関する質問、問合せにワンスト
ップで対応する窓口の設置 

・地方公共団体の PPP/PFIの優先的検討規程の策定及び
対象事業に関する運用の支援 

・地域の産官学金が集まり具体の案件形成を目指した取
組を行う地域プラットフォームの形成推進を支援 

・専門的知見、ノウハウ、経験を持つ専門家を派遣 等 

PPP/PFIを活用した事業例：東京国際空港（羽田空港） 
 
 
 
 
 
 
 経済指標では表せない「Well-being」 

GDPといった経済指標を見るだけでなく、国民一人一
人が健康で生きがいを持って幸せに暮らすことが重要だ
というWell-beingの考え方を推進しています。 

民間による社会的価値の創造 

Well-beingに関する取り組み 
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